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お
知
ら
せ

伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
制
度

　

自
分
の
森
林
で
も
、
立
木
を
伐
採
す
る

と
き
は
、
森
林
法
に
よ
り
、
事
前
に
、「
伐

採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
」
の
提
出

が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
伐
採
後
の
造
林
が
完
了
し
た
際

に
も
、「
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
に
係
る

状
況
報
告
書
」
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま

す
。◆

届
出
や
報
告
の
提
出
は

な
ぜ
必
要
な
の
？

　

森
林
は
、
土
地
の
保
全
（
土
砂
災
害
等

の
防
止
）
や
水
源
の
涵
養
や
地
球
規
模
で

の
環
境
保
全
（
温
暖
化
防
止
）
や
多
種
多

様
な
生
物
の
生
息
、
保
健
休
養
の
場
、
木

材
等
の
林
産
物
を
生
産
す
る
場
と
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
働
き
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
森
林
の
働
き
を
持
続
さ
せ

る
た
め
に
、
森
林
法
に
基
づ
き
、
大
山
町

森
林
整
備
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
制

度
」
は
、
森
林
の
伐
採
や
伐
採
後
の
造
林

が
「
大
山
町
森
林
整
備
計
画
」
に
適
合
し

て
適
切
に
行
わ
れ
る
か
を
確
認
す
る
た
め

の
制
度
で
す
。

◆
届
出
の
対
象
に
な
る
の
は

　

森
林
の
立
木
を
主
伐
・
間
伐
す
る
と
き

で
す
。

　

ま
た
、
保
安
林
や
１
ha
を
越
え
る
林
地

の
開
発
（
林
地
開
発
制
度
）
は
、県
と
別
途
、

協
議
が
必
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
竹
林
や
枯
死
木
の
伐
採
、
農

地
や
宅
地
等
の
立
木
の
伐
採
、
ま
た
は
、

災
害
に
際
し
緊
急
性
の
高
い
伐
採
及
び
除

伐
の
場
合
は
、
届
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
だ
れ
が
届
出
を
す
る
の
？

　

森
林
所
有
者
が
自
分
で
、
あ
る
い
は
他

者
に
請
負
わ
せ
て
伐
採
す
る
場
合
は
、
森

林
所
有
者
が
届
け
出
ま
す
。

　

伐
採
業
者
等
が
森
林
所
有
者
か
ら
立
木

を
買
い
受
け
て
伐
採
す
る
場
合
、
連
名
で

届
け
出
ま
す
。

◆
届
出
期
間

　
「
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
」

　

伐
採
を
始
め
る
90
日
か
ら
30
日
前
ま
で
。

「
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
に
係
る
森
林

の
状
況
報
告
」

　

造
林
を
完
了
し
た
日
か
ら
30
日
以
内
。

◆
届
出
先

　

農
林
水
産
課
（
中
山
支
所
）
に
届
出
を

し
ま
す
。
様
式
は
役
場
本
庁
・
支
所
に
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
全
国
共
通
な
の
で
、
林

野
庁
や
大
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

農
林
水
産
課☎
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届出の施業内容について森林の多様な
働きが発揮できるかを審査します


